
【重点監督の結果のポイント】 
⑴重点監督の実施事業場：                          86 事業場 

 うち、時間外・休日労働※１の実績が最も長い労働者の時間数が 

   月当たり 80  時間を超えるもの： 35 事業場（40.7％） 

   うち、月 100 時間を超えるもの： 22 事業場（25.6％） 

      うち、月 150 時間を超えるもの：  5 事業場（ 5.8％） 

このうち、61 事業場（全体の 70.9％）で労働基準関係法令違反あり。 

⑵ 主な違反内容［(１)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］ 

① 違法な時間外・休日労働があったもの：                  29 事業場（33.7％） 

② 賃金不払残業があったもの：                        9 事業場（10.5％） 

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの：                   13 事業場（15.1％） 

⑶主な健康障害防止に係る指導の状況［⑴のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］ 

 ① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの： 66 事業場（76.7％） 

  うち、時間外労働を月 80 時間※２及び 45 時間以内に削減するよう指導したもの： 

  45 事業場（52.3％） 

 ② 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの：                   21 事業場（24.4％） 

 

 ※１ 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。 

※２ 脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね 100 時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたっ

て、１か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連

性が強いとの医学的知見があるため。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

報道関係者  各位  

 

平成 28 年 11 月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表 

－重点監督を実施した事業場の３割を超える 29事業場で違法な残業を指摘－  

 

熊本労働局（局長 德田剛）では、全国で昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」にお

ける重点監督の実施結果を取りまとめましたので、お知らせします。 

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の

「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる 86 事業場に対して集中的に

実施したものです。 

その結果、61 事業場（全体の 70.9％）で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 29 事業場（33.7％）

で違法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いました。 

厚生労働省及び熊本労働局では今後も、月 80 時間を超える残業が行われている事業場などに対す

る監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます。 
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43　熊本

労働時間
賃金不払

残業
健康障害

防止

61 29 9 13
〔70.9%〕 〔33.7%〕 〔10.5%〕 〔15.1%〕

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人
100人～
299人

300人以
上

12 27 20 14 7 6
〔14.0%〕 〔31.4%〕 〔23.3%〕 〔16.3%〕 〔8.1%〕 〔7.0%〕

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人
100人～
299人

300人以
上

6 9 14 11 14 32
〔7.0%〕 〔10.5%〕 〔16.3%〕 〔12.8%〕 〔16.3%〕 〔37.2%〕

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

66
〔76.7%〕

①基準2（1） ⑵基準2（3）ア ③基準2（3）イ ④基準2（3）ウ ⑤基準2（5） 基準2（6）

21 65
〔24.4%〕 〔75.6%〕

１月当たり45時
間以下

１月当たり45時
間超え80時間
以下

１月当たり80時
間超え100時間
以下

１月当たり100
時間超え150時
間以下

１月当たり150
時間超え200時
間以下

１月当たり200
時間超え

24 27 13 17 4 1

86

別紙
平成28年度長時間労働に係る監督指導結果（11月重点監督分）

監督実施
事業場数

違反件数
〔違反率〕

違反状況〔違反率〕

①～⑦いずれ
かの指導を行っ
た事業場数 80時間超え100

時間以下かつ
申出者に対する
面接指導等未
実施

100時間超え又
は2ないし6月平
均80時間超え
の対象者に対
する面接指導未
実施等

100時間超え又
は2ないし6月平
均80時間超え
の労働者を面
接指導等非対
象

45時間超えか
つ健康に配慮
が必要な者に対
する面接指導等
未実施

事業場の規模別の重点監督実施件数

86

企業の規模別の重点監督実施件数

86

専用指導文書に基づく指導状況

始業・終業時
刻の確認及
び記録

自己申告制
の説明

衛生委員会等
における調査審
議未実施

45時間以内へ
の削減

80時間及び45
時間以内への
削減

面接指導等実
施に係る方法・
体制の整備等

2 7 0 7 20 45 7

労働時間適正把握基準に係る状況

指導票交付の有無 指導票交付「有」の場合の指導事項

0

労使協議組
織の活用

12 1 11 1 0 0

時間外・休日労働の実績

実績が最も長い労働者

実態調査の
実施

阻害要因の
排除

管理者の責
務

有 無



別添 

 

 

 

熊本県内における監督指導事例 

 

 

 

１ その他の製造業 300人以上 

   時間外・休日労働に関する協定届（以下「36協定」という。）で定める 1か月の

特別条項の限度時間（90時間）を超えて働かせ、うち 23名については、月当たり

の時間外・休日労働時間が 100時間を超え、そのうち最も時間外・休日労働時間が

長い労働者は 200時間を超えて働かせていたことから、具体的な過重労働の解消と

健康管理対策について指導を行ったもの。 

 

２ 電気通信工事業 50人～99人 

   36 協定の特別条項の限度時間（120 時間）以内で法違反は認められなかったが、

月当たりの時間外・休日労働時間が 100 時間以上の労働者が 41 名おり、勤務票の

労働時間の記録とパソコン上の記録との間にかい離があり、労働時間の把握が適正

になされていなかったため、具体的な過重労働の解消と労働時間の適正把握につい

て指導を行ったもの。 

 

３ その他の金属製品製造業 100人～299人 

   労働時間の管理は、自己申告制で行っていたが、警備記録と突合したところ、か

い離があり、労働時間の把握が適正になされていなかったことから、労働時間の適

正把握について指導を行ったもの。 
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